
第２節 環境教育・環境学習等の推進

地球温暖化をはじめとする地球的規模での環境問題や都市・生活型公害は、我々の通

常の事業活動や日常活動が大きな影響を与えていることから、その解決に向けては、一

人ひとりが環境に配慮した自発的な取組みを行い、それを生活習慣として身につける必

要がある。

このため、各主体が環境学習・教育を通して、環境に対する意識を高め、環境にやさ

しいライフスタイルを提案し、県民の共通認識として、新しい豊かさを持った、健康で

文化的で環境に配慮した「ひょうごエコ・ライフスタイル」を創造する。

１ 環境教育・環境学習の推進

環境学習・教育を促進するための事業を推進し、ひょうごエコ・ライフスタイルの創

造に向けて、家庭や職場、学校等の様々な場で環境について学習できるシステムをつく

る。

また、すべての人が環境問題を考えるための知識や経験を持てるよう、学習・教育活

動の充実を図る。

(1) 多様な主体のニーズに応じた学習プログラムを作成するとともに、これに基づい

て様々な形で情報や学習の機会を提供していく。

(2) 生涯学習リーダーバンクや講師派遣団の活用を図るなどして、環境学習・教育に

関する活動を実践する際のリーダー等の養成及び派遣を進める。

(3) 県民を対象とした自然保護セミナー等の開催や、県内４年制大学による大学連携

「ひょうご講座」などに環境をテーマとした講座を開設する等、社会教育での環境

学習を進める。

(4) 環境関連施設での学習や豊かな自然環境などにふれる体験型の環境学習の機会を

提供するエコツーリズムを推進する。

(5) 瀬戸内海など地域に関わりが深く、大きな特徴をもった自然を対象とする等によ

り、地域に密着したテーマに基づく環境学習を推進する。

２ 環境情報の提供

環境教育・環境学習の推進や事業者、住民、民間団体による自主的積極的な環境保全

活動の促進に資するため、最新の情報を総合的、体系的に収集・整備し、様々なニーズ

に対応した正確かつ適切な情報の提供に努める。

また、各主体が容易かつ迅速に情報を入手できるよう、多様な媒体を活用するととも

に、情報システムによる提供体制の充実を図る。なお、情報提供にあたっては、環境の

保全や各主体の権利 利益等への配慮を行うほか 情報の保護についても十分留意する、 、 。

(1) 環境情報の体系的な整備（データベース等の整備）

「環境情報総合システム」の活用によりデータの管理、整理を行い、環境行政の



効率化、環境情報の共有化を進める。そのために、システムを構成する５つのサブ

システムを順次更新し、最新技術の導入により提供情報の質の維持・向上を図るだ

けでなく、各サブシステムを有機的に連携させた環境情報の総合的なデータベース

システムの構築等を目指す。

(2) 環境情報の提供（資料の提供、提供システムの構築）等

環境の状況、施策の実施状況等を環境白書により公表するほか、インターネット

ウェブページ等を通じて、多様な環境情報コンテンツの提供を図るとともに、必要

なネットワーク・セキュリティ対策を講じて関係者以外への情報流出がないように

努める。

(3) 環境への負荷の少ない製品等の情報提供

環境への負荷の少ない製品の製造・販売、リサイクル活動への協力等を行う商店

・事業所の情報、エコマーク等の「環境ラベル」などを紹介したガイドブックの作

成等による普及啓発を推進する。

(4) 事業者の自主的な環境管理の促進

ＩＳＯ(国際標準化機構)の環境規格や環境活動評価プログラムの普及等、環境管

理に関するセミナーを開催し、事業者の自主的な環境管理の促進を図る。


